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令和８年度亀岡市介護保険事業特別会計予算  
 

 
令和８年度亀岡市の介護保険事業特別会計の予算は、次に  

定めるところによる。  
 
　（ 歳 入 歳 出 予 算 ） 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  
　　７，７６６，０００千円と定める。  
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、  

「第１表歳入歳出予算」による。  
（ 一 時 借 入 金 ） 
第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借  
入金の借入れの最高額は、７００，０００千円と定める。  

（歳出予算の流用） 
第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により  
歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、　

　　次のとおりと定める。  
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた  
場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 
 
 
 

令和８年２月２０日提出  
 
 

亀岡市長　桂　川　孝　裕

(1)



第１表 歳入歳出予算

(2)

１ 歳 入

款 項 金 額

千円

１ 保険料 １，６６６，１０５

１ 介護保険料 １，６６６，１０５

２ 使用料及び手数料 ２０１

１ 手数料 ２０１

３ 国庫支出金 １，７５８，２３７

１ 国庫負担金 １，２９２，８９０

２ 国庫補助金 ４６５，３４７

４ 支払基金交付金 ２，０４７，２３２

１ 支払基金交付金 ２，０４７，２３２

５ 府支出金 １，１１９，３２８

１ 府負担金 １，０７９，４３８

３ 府補助金 ３９，８９０

６ 繰入金 １，１７３，２９３

１ 一般会計繰入金 １，１２３，２９３

２ 基金繰入金 ５０，０００

９ 諸収入 １００

３ 延滞金加算金及び過料 １００

１０ 財産収入 １，５０４

１ 財産運用収入 １，５０４

歳 入 合 計 ７，７６６，０００

(3)

２ 歳 出

款 項 金 額

千円

１ 総務費 ８３，６５５

１ 総務管理費 ３，４５３

２ 徴収費 ７，８９２

３ 介護認定審査会費 ７２，３１０

２ 保険給付費 ７，２９９，４６５

１ 介護サービス等諸費 ６，６４５，８３０

２ 介護予防サービス等諸費 ２２２，０９３

３ その他諸費 ７，３７８

４ 高額介護サービス等費 １９９，０００

５ 高額医療合算介護サービス等費 ２５，１６４

６ 特定入所者介護サービス等費 ２００，０００

４ 地域支援事業費 ３０２，１４７

２ 包括的支援事業・任意事業費 ３１，４４２

介護予防・日常生活支援総合事業
３ ２７０，７０５

費

５ 保健福祉事業費 ３，２４２

１ 保健福祉事業費 ３，２４２

６ 基金積立金 １，５０４

１ 基金積立金 １，５０４

８ 諸支出金 ５５，９８７

１ 償還金及び還付加算金 ５，１８１

２ 繰出金 ５０，８０６

９ 予備費 ２０，０００

１ 予備費 ２０，０００

歳 出 合 計 ７，７６６，０００


